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遊 漁 規 則 の 変 更 内 容 

組合名   宮川漁業協同組合 

漁業権番号 内共第 38号、内共第 41号 

現      行 変   更   案 変更理由 施行予

定 

 （漁具・漁法の制限） 

第３条 遊漁による漁具・漁法は、手釣、竿釣（餌釣、毛針釣、ル

アー釣、友釣り、どぼんこをいう。）に限るものとする。 

なお、あゆ採捕について、リールの使用を禁止する。 

 

２ 前項に規定する漁具・漁法のうち次の表の左欄に掲げる漁法は、

それぞれ右欄に掲げる期間はこれを行ってはならない。 

漁具・漁法 禁止期間 

どぼんこ 1月 1日から 8月 31日まで 

あゆ毛針釣    〃   7月 10日まで 

 

第４条～第７条 略 

 

 

 

 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

（漁具・漁法の制限） 

第３条 遊漁による漁具・漁法は、手釣、竿釣（餌釣、毛針釣、ルア

ー釣、友釣り、どぼんこをいう。）に限るものとする。 

なお、あゆ採捕について、リールの使用をあゆ漁解禁日から９月１５

日まで禁止する。 

２ 前項に規定する漁具・漁法のうち次の表の左欄に掲げる漁法は、

それぞれ右欄に掲げる期間はこれを行ってはならない。 

漁具・漁法 禁止期間 

どぼんこ 1月 1日から 8月 31日まで 

あゆ毛針釣    〃   7月 10日まで 

 

第４条～第７条 略 

 

 

 

 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 
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第８条 遊漁料の額は、次のとおりとする。 

魚 種 
漁具・漁

法 

遊漁料 現場加算

料 日 釣 年 釣 

あ ゆ 手釣・竿

釣 

2,000 円 10,000

円 

2,000 円 

やまめ・い

わな・にじ

ま す ・ こ

い ・ う な

ぎ・おいか

わ ・ う ぐ

い・あじめ

どじょう・

かじか（以

下「雑魚」

という。） 

手釣・竿

釣 
1,300 円 

7,000

円 
1,300 円 

あゆ・雑

漁  

（共通

券） 

手釣・竿

釣 
―― 

17,000

円 
―― 

２ 前項の規定にかかわらず、次の表に掲げる者の遊漁料は、次

のとおりとする。ただし、高校生以下を除き、減免を受けよう

とする者はこれを証する手帳・書類等を提示しなければならな

第８条 遊漁料の額は、次のとおりとする。 

魚 種 
漁具・漁

法 

遊漁料 現場加算

料 日 釣 年 釣 

あ ゆ 手釣・竿

釣 

2,500 円 12,000

円 

2,500 円 

やまめ・い

わな・にじ

ま す ・ こ

い ・ う な

ぎ・おいか

わ ・ う ぐ

い・あじめ

どじょう・

かじか（以

下「雑魚」

という。） 

手釣・竿

釣 
1,500 円 

8,000

円 
1,500 円 

あゆ・雑

漁  

（共通

券） 

手釣・竿

釣 
―― 

20,000

円 
―― 

２ 前項の規定にかかわらず、次の表に掲げる者の遊漁料は、次の

とおりとする。ただし、中学生以下を除き、減免を受けようとす

る者はこれを証する手帳・書類等を提示しなければならない。 

昇に伴う

経費増加

に対応す

るため遊

漁料の値

上げを行

う 
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い。 

区 分 

遊 漁 料 

あ ゆ 雑 魚 あゆ・

雑魚 

（共通

券） 

年 釣 

現 場 

加算料 

日 釣 
年 

釣 
日釣 年 釣 

高校生

以下 

無 料 無 

料 

無料 無 料 無 料 無 料 

女性、

心身障

がい者

（身体

障害者

手帳３

級以上

又は療

育手帳

の所持

者） 

1,000

円 

5,000

円 

650

円 

3,500

円 

8,500

円 

あゆ 

2,000

円 

雑魚 

1,300

円 

３ 遊漁料は、組合のホームページ、もしくは組合掲示板に掲載す

る遊漁証取扱所又は組合が指定するオンラインシステムにおいて

納付しなければならない。ただし、当該遊漁をする場所において

 

区 分 

遊 漁 料 

あ ゆ 雑 魚 あゆ・

雑魚 

（共通

券） 

年 釣 

現 場 

加算料 

日 釣 
年 

釣 
日釣 年 釣 

高校生

以下 

無 料 無 

料 

無料 無 料 無 料 無 料 

女性、

心身障

がい者

（身体

障害者

手帳３

級以上

又は療

育手帳

の所持

者） 

1,250

円 

6,000

円 

750

円 

4,000

円 

10,000

円 

あゆ 

2,500

円 

雑魚 

1,500

円 

３ 遊漁料は、組合のホームページ、もしくは組合掲示板に掲載する

遊漁証取扱所又は組合が指定するオンラインシステムにおいて納

付しなければならない。ただし、当該遊漁をする場所において漁場

修正を行

う 
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漁場監視員に納付することができる。この場合には、第 1 項及び

第 2 項に規定する現場加算料をあわせて納付するものとする。 

４ 前項に規定する指定遊漁証取扱所には「遊漁証取扱所」の標札

を掲げるものとする。   

 

 

監視員に納付することができる。この場合には、第 1 項及び第 2 項

に規定する現場加算料をあわせて納付するものとする。 

４ 前項に規定する指定遊漁証取扱所には「遊漁証取扱所」の標札を

掲げるものとする。   

 

 

 


